
パ
ー
キ
ン
グ
・
パ
ー
ミ
ッ
ト

制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か

　
パ
ー
キ
ン
グ
・
パ
ー
ミ
ッ
ト
制
度

は
、
障
害
者
等
用
駐
車
区
画
の
対
象
者

を
、
障
が
い
の
あ
る
人
や
高
齢
者
、
妊

産
婦
な
ど
の
歩
く
こ
と
が
難
し
い
人
に

限
定
し
、
正
し
く
利
用
し
て
も
ら
う
た

め
の
制
度
で
す
。
全
国
の
39
府
県
4
市

で
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
県
で
は
「
ち
ば
障
害
者
等
用
駐
車
区

画
利
用
証
制
度
」
と
し
て
、
7
月
か
ら

導
入
し
ま
し
た
。
市
で
は
、
対
象
の
人

に
利
用
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象
者
で
変
わ
る

2
種
類
の
利
用
証

　
利
用
証
は
、
対
象
者
の
区
分
に
よ
っ

て
、
期
限
が
な
い
物
と
期
限
が
あ
る
物

の
2
種
類
が
あ
り
ま
す
。
利
用
す
る
と

き
は
、
車
外
か
ら
見
え
る
よ
う
に
掲
示

し
て
く
だ
さ
い
。

誰
も
が
気
持
ち
よ
く
利
用
す
る
た
め
に

12
月
3
日
㈮
〜
9
日
㈭
は
障
害
者
週
間
で
す
。
県
で
は
、
7
月
か
ら
「
ち
ば
障
害
者
等
用
駐
車
区
画
利

用
証
制
度
」
を
導
入
し
ま
し
た
。
公
共
施
設
や
商
業
施
設
な
ど
に
あ
る
障
害
者
等
用
駐
車
区
画
の
正
し

い
利
用
方
法
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

対象者の区分と確認書類の一覧

パ
ー
キ
ン
グ
・
パ
ー
ミ
ッ
ト
制
度

区分 交付基準 確認書類

身体障害者

視覚障害 4級以上

身体障害者手帳

聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上

肢
体
不
自
由

上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
脳原性運動機能
障害

上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上

内部障害（免疫機能障害を含
む） 4級以上

知的障害者 Aの2以上 療育手帳
精神障害者 1級 精神障害者保健福祉手帳

難病患者

特定疾患医療受給者 次のいずれかの書類
・特定疾患医療受給者証
・特定医療費（指定難病）受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証

特定医療費（指定難病）受給者

小児慢性特定疾病医療受給者

高齢者など 介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上で
ある人 介護保険被保険者証

妊産婦 原則として妊娠7カ月以降の人
（出産後は乳児と同伴の場合に限る） 母子健康手帳

けが人など
医師の診断などにより、歩行が困難であるた
めに障害者等用駐車区画の使用が必要である
と認められる人

次の全ての書類
・医師の診断書もしくは意見書または公

的機関の証明書など
・身分証明書（保険証、運転免許証など）
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Ｑ1 対象者本人が免許を持っていない場合でも申請で
きますか

Ａ1 可能です。ただし、利用証を利用する時は、必ず
対象者が同乗している必要があります

Ｑ2 障害者手帳を持っている人で、手帳を忘れた人や
更新手続き中の人は申請できますか

Ａ2 手帳の控えや市のシステムで情報が確認できる場
合は、交付できます

Ｑ3 車を複数台所有していますが、台数分の利用証を
交付してもらえますか

Ａ3
利用証の交付は対象者 1 人につき 1 枚までです。
重複して交付された場合は、返却してもらうこと
になります

Ｑ4 利用しなくなった場合や該当者ではなくなった場
合、利用証はどうすればよいでしょうか

Ａ4
必要がなくなった場合は、裁断するなどして廃棄
してください。市や県に返却する必要はありませ
ん

Ｑ5 市外に転出する場合はどうすればよいでしょうか

Ａ5
転出先が県内であれば、県に変更届を提出するこ
とで継続して利用できます。転出先が県外の場合
は、転出先の市町村に相談してください

期
限
が
あ
る
利
用
証

　
利
用
証
の
色
は
オ
レ
ン
ジ
色
で
、
妊

産
婦
や
け
が
人
な
ど
が
対
象
で
す
。

　
妊
産
婦
は
出
産
月
の
翌
年
の
月
末
ま

で
が
有
効
期
限
と
な
り
ま
す
。

　
け
が
人
は
原
則
1
年
以
内
で
必
要
と

認
め
ら
れ
る
期
間
の
有
効
期
限
が
記
載

さ
れ
ま
す
。

駐
車
区
画
の
種
類

　
利
用
証
が
利
用
で
き
る
区
画
は
2
種

類
あ
り
ま
す
。
表
示
を
確
認
し
て
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

車
い
す
使
用
者
優
先
駐
車
区
画

　
車
い
す
を
使
用
す
る
人
が
車
の
乗
り

降
り
を
し
や
す
い
よ
う
に
、
一
般
の
駐

車
区
画
よ
り
幅
が
広
く
な
っ
て
い
ま
す
。

お
も
い
や
り
駐
車
区
画

　
建
物
の
出
入
口
付
近
に
設
置
さ
れ
て

い
る
一
般
の
幅
の
駐
車
区
画
で
す
。
高

齢
者
や
妊
産
婦
な
ど
、
幅
が
広
い
駐
車

区
画
を
必
要
と
し
な
い
人
は
、
で
き
る

だ
け
こ
ち
ら
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

利
用
証
を
申
請
す
る
に
は

　
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://w

w
w
.

pref.chiba.lg.jp/kenshidou/m
a 

chizukuri/chiba_parking_parm

 
it_shinsei.htm

l

）に
あ
る
申
請
書
と

必
要
書
類
を
持
っ
て
次
の
申
請
場
所
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
郵
送
の
場
合
は
県
健
康
福
祉

期
限
が
な
い
利
用
証

　
利
用
証
の
色
は
青
色
で
、
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
、
難

病
患
者
、
高
齢
者
な
ど
が
対
象
で
す
。

指
導
課（
〒
2
6
0
‐
8
6
6
7 

千
葉

市
中
央
区
市
場
町
1
‐
1
）に
送
付
し

て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類
＝
障
害
者
手
帳
な
ど
の
確
認

書
類（
右
下
表
を
参
照
）、
代
理
人
の

本
人
確
認
書
類（
代
理
人
が
申
請
す

る
場
合
）。
郵
送
の
場
合
は
コ
ピ
ー

可
申
請
場
所
＝
障
が
い
者
福
祉
課（
市
役
所

議
会
棟
1
階
）、
介
護
保
険
課（
市
役

所
議
会
棟
1
階
）、
健
康
増
進
課（
保

健
福
祉
館
内
）、
下
総
・
大
栄
支
所

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い

　
市
や
県
で
は
、
次
の
相
談
窓
口
を
開

設
し
て
い
ま
す
。
相
談
料
は
無
料
で
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

市
障
が
い
者
相
談
セ
ン
タ
ー（
ほ
っ
と

す
ま
い
る
セ
ン
タ
ー
・
保
健
福
祉
館

内
）

　
障
が
い
に
つ
い
て
の
相
談
や
、
日
常

生
活
で
気
に
な
る
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

電
話
番
号
＝
27
‐
1
1
0
6

F
A
X
＝
27
‐
1
0
6
5

障
が
い
の
あ
る
人
へ
の
差
別
に
関
す
る

相
談
窓
口

　
障
が
い
を
理
由
に
差
別
さ
れ
る
な
ど
、

つ
ら
い
思
い
を
し
た
ら
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

電
話
番
号
＝
0
4
3
‐
4
8
6
‐
5 

9 

9 

1
F
A
X
＝
0
4
3
‐
4
8
6
‐
2
7
7 

7
※
く
わ
し
く
は
障
が
い
者
福
祉
課（
☎

20
‐
1
5
3
9
）へ
。

期限がない利用証（左）と期限がある利用証（右）

よくある 質 問

車いす使用者優先駐車区画（左）とおもいやり駐車区画（右）
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